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【コラム】子どもたちの楽しい夏休みが終

わりました。ことしも残すところあと４カ

月。２回目の健康診断の予約はお済です

か？整備管理者選任後研修の申し込み

も始まります。私は来年のカレンダーを

発注いたしました。あっという間に年末が

来ます。 
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 ドライバー教育道場  

 

 気になるニュース  

 ８月７日に事業者間遠隔点呼が正式スタートしました。段階

的に完全子会社の遠隔点呼が始まっていましたが、実証実

験を終え、事業者間で可能になりました。ルールも公開され

て読んでみるとまだわかりにくい点もありますが、とても強力

な方法なので仲間の運送会社と協力して、運行管理者人材

不足の解消の為にもぜひ積極的に調べて取り組んでくださ

い。認定機器もどんどん出てきており、利用のためのコスト

も毎月数万円でも実現できるのでリーズナブルです。遠隔

点呼自体でも運行指示書が作成不要となるメリットもありま

す。高度化の恩恵を取って勝ち残っていきましょう。  

年間１２項目の教育内容をほんの少しずつ掲載していきます。 

今回は過積載の危険性についてです。 

過積載は事故の原因になるだけでなく、そのあとも大変なこと

が待っています。ドライバーの運転免許は道路交通法による行

政処分で違反点数がついて罰金（反則金）も科されます。大型

で１０割以上過積載だと、懲役の可能性もあるとても重い罰則

です。２０ｔ超の通行許可の対象車両の場合、通行許可が取り

消されることもあります。さらにそれによってＥＴＣカードの組合

の他の組合員に迷惑をかけてしまうこともあります。会社が過

積載を命じたり容認した場合は、会社に対しても罰金や車両使

用停止もありえます。過積載はそれだけ危険な行為なのです。 
 

 

出典：全ト協トラックドライバー研修テキスト 


